
事業内容

背景・課題

デジタル・グリーン等の成長分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて、意欲ある大学・高専が成長分野への学部転換等の改革に
予見可能性をもって踏み切れるよう、新たに基金を創設し、機動的かつ継続的な支援を行う。

① 学部再編等による特定成長分野（デジタル・グリーン等）への転換等支援

令和4年度第2次補正予算額 3,002億円

•デジタル化の加速度的な進展や脱炭素の世界的な潮流は、これまでの産業構造を抜本的
に変革するだけではなく、労働需要の在り方にも根源的な変化をもたらすと予想される。

•一方、日本では大学で理工系を専攻する学生がOECD平均より低いうえに、OECD諸国の
多くが理工系学部の学生数を増やしているなか、日本ではほとんど変わっていない。

文部科学省

(独)大学改革支援・学位授与機構
（NIAD-QE）

大学・高専

助成金交付

【事業スキーム】

基金造成

「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」
（令和４年10月28日閣議決定）

第２章 経済再生に向けた具体的施策
Ⅲ 新しい資本主義の加速
１．「人への投資」の抜本強化と成長分野への労働移動
：構造的賃上げに向けた一体改革
（１）人への投資の強化と労働移動の円滑化
学校教育段階から社会で活躍し評価される人材を育

成していくため、成長分野への大学・高専の学部再編等
促進（※）、（略）等を進めていく。
※ デジタル・グリーン等の成長分野への再編計画等を
令和14年度までに区切って集中的に受け付け、
大学・高専の迅速な学部再編等を促進する。

・ 成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた
基金による継続的支援策の創設（文部科学省）

支援内容：学部再編等に必要な経費（検討・準備段階から完成年度まで）
支援対象：私立・公立の大学

② 高度情報専門人材の確保に向けた機能強化支援

支援内容：情報科学系学部・研究科を有する大学の体制強化に必要な経費
高等専門学校における情報系学科・コースの新設・拡充に必要な経費

支援対象：国公私立の大学（大学院を含む）・ 高専

成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に
向けた基金による継続的支援

※ 理系学部の学位取得者割合
【国際比較】 日本 35%、仏 31％、米 38％、韓 42％、独 42％、英 45％
【国内比較】 国立大学 57%、公立大学 43%、 私立大学 29%
（注）「理・工・農・医・歯・薬・保健」及びこれらの学際的なものについて「その他」区分のうち推計

•デジタル化、脱炭素化等のメガトレンドを踏まえた教育・人材育成における「成長と分配の
好循環」を実現するため、高度専門人材の育成を担う大学・高専が予見可能性をもって
大胆な組織再編に取り組める安定的な支援が必要。

※ 大学学部段階における理工系への入学者割合 日本17%、OECD平均 27％
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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律の概要

施行期日

概要

文部科学省

（独）大学改革支援・
学位授与機構

大学・高等専門学校

基金造成
基本指針の策定

助成金交付

趣旨

１．機構の目的及び業務の追加
機構の目的に「中長期的な人材の育成の観点から特に支援が必要と認められる分野におけ

る教育研究活動の展開を促進し、もって我が国社会の発展に寄与すること」を加えるととも
に、機構の業務に当該分野の「学部等の設置その他文部科学省令で定める組織の変更に必要
な資金に充てるための助成金を交付すること」（「助成業務」）を位置づける。

（第３条、第16条関係）
２．助成業務に係る基本指針の策定及び実施方針の策定・認可
助成業務の実施に関し、以下の事項を定める。
• 文部科学大臣は、支援対象とする教育研究の分野等について、助成業務の実施に関する基本
指針を定めること （第16条の２、第23条関係）

• 機構は、基本指針に即して、助成金の交付対象となる学部等の設置等の選定方法等について
助成業務の実施に関する方針を定め、文部科学大臣の認可を受けること （第16条の３関係）

３．基金の創設
助成業務等に要する費用に充てるため、機構に基金を設ける。

（第16条の４、第16条の５、第17条、第18条、第22条、第27条関係）

デジタル・グリーン等の成長分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて意欲ある大学・高等専門学校の学
部再編等の取組を支援するため、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（「機構」）に、大学及び高等専門
学校の学部等の設置その他組織の変更に関する助成金（※）を交付する業務を追加するとともに、基金を設ける。
※例：特定成長分野（デジタル・グリーン等）に係る専門人材育成機能を強化するための学部・学科再編、定員変更等に要する初期投資や

当面の運営経費等への支援

公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日（準備行為のみ公布日に施行）
（附則第１項関係） 2



大学・高等専門学校の設置者等

文部科学省

(独)大学改革支援・学位授与機構（NIAD）

⑧学部の
設置等の
実施

助成業務の実施スキーム

基金

②基本指針の策定
文部科学大臣が、審議会の
意見聴取と財務大臣協議を
経た上で基本指針を策定

①基金造成
補助金に
より基金を
造成

⑤公募 ⑦審査の上、
助成金を交付

⑥助成金の申請・
計画書の提出

③実施方針の
認可申請

④実施方針の認可

Ａ学校法人
Ｐ大学

Ｂ公立大学法人
Ｑ大学 Ｒ高専

Ｃ国立大学法人
Ｓ大学

（独）高専機構
Ｔ高専 Ｕ高専 …

企業等からも寄付の
受け入れが可能
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